
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

令
和
六
年
六
月
十
三
日 

参

議

院

法

務

委

員

会 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

特
定
在
留
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
、
取
得
を
義
務
付
け
ず
、
希
望
者
が
任
意
に
取
得
で
き
る
こ
と
と
し
た
趣
旨
を
、
法
施
行

後
も
尊
重
す
る
こ
と
。 

二 

在
留
カ
ー
ド
等
と
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
一
体
化
の
た
め
の
準
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
特
定
在
留
カ
ー
ド
等
の
更
な
る
利

便
性
向
上
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
。 

三 

年
々
巧
妙
化
す
る
偽
造
技
術
に
対
応
し
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
の
取
組
を
進
め
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
情
報
の

保
護
の
た
め
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
着
実
に
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

四 

紛
失
、
盗
難
、
滅
失
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
所
持
を
失
っ
た
と
き
は
出
入
国
在
留
管
理
庁
に
お
い
て
、

在
留
カ
ー
ド
が
即
時
に
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な
周
知
を
行
う
こ
と
。 



  
 

右
決
議
す
る
。 


